国民健康保険における海外療養費制度 

海外渡航中に病気やケガで治療を受けたときにも国民健康保険が適用されます 
国民健康保険に加入中、海外で治療を受けた場合は、帰国後につくば市に「海外療養費」の申請をすることにより医療費の一部の払い戻しを受けられることがあります。 
海外で
•
治療を受け、医療
費を全額払う
•
医療機関で、
①診療内容明細書
②領収明細書
③領収書
をもらう。
帰国後、日本で
•
①～③の書類の翻
訳を行い、翻訳者
の
署名を
する。
•
つくば市国保窓口
で
海外療養費申請
をする。
審査・支給
•
治療の
経緯や内容
を審査します。
•
申請から約３か月
後以降に支給の可
否や支給金額を決
定します。

注意！！ 海外療養費として認められるには要件があります 
1. 日本国内で保険適用となっている治療であること。保険給付額は、日本国内の医療機関等で同様の治療を受けた場合の給付金額を基準とするため、日本で保険適用外の治療は給付の対象になりません。
（例：臓器移植、人工授精、美容整形、自然分娩等。※帝王切開による分娩でも、予定されているものは不支給となる場合があります。） 
2. 医療行為目的の渡航でないこと。海外療養費は、海外での治療がやむを得ない場合に認められます。 

次の事項にも留意してください 
〇療養費の申請期間は、治療費を支払った日の翌日から起算して２年間です。 
〇必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。 
〇海外に行く前の予防接種や帰国後の検診は受けるように努めましょう。 
   



海外療養費の申請に必要な書類 チェックリスト 
※受付・審査の過程で、下記のほかに書類の提出を求めることがあります。御了承ください。 
 
□ 国民健康保険療養費支給申請書（市役所窓口にあります） 
□ 調査にかかる同意書（市役所窓口にあります） 
□ ①診療内容明細書FormA 
□ ②領収明細書FormB（歯科の場合はFormC）
□ ③領収書原本
□　①、②、③それぞれの和訳 ※和訳した日付、和訳した方の氏名の記載をお願いします。 
□ 診療を受けた本人のパスポート 
※パスポート原本をお持ちください。コピーをお取りします。 
□ 診療を受けた本人の保険証 
□ 振込先の口座情報（世帯主の日本国内の口座）
※世帯主以外の方への振込みを希望される場合は、世帯主の委任状が必要です。 
□ 来庁された方の本人確認ができるもの 
※診療内容等の聞き取りを行いますので、代理の方が来庁する場合は内容を把握した上で　ご来庁ください。 
 
 
上記①、②、③については、診療月・入院外来・医療機関毎に分けて御用意ください。 
なお、①と②については、FormA 、FormB、FormC と同等の内容の記載があれば、医療機関独自の書式で差し支えありません。 
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